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介護保険制度改正に伴う鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例等及び 

同条例施行規則等の解釈の一部改正について（通知） 

 

 

 本県の介護保険施策の推進については、日頃格別の御理解、御協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

本年４月の介護保険制度の改正に伴い、介護保険施設等の人員、設備等に関する基準が一部改正されまし

た。 

これを受け、本県においても、下記のとおり条例及び施行規則の一部改正を行ったところです。これに伴

い、条例及び施行規則の解釈についても一部改正しましたので、御留意の上、適正なサービス提供をしてく

ださい。 

なお、本通知の施行に伴い、平成２５年１０月１１日付第２０１３００１０３９４６号の通知は廃止しま

す。 

 

担当：介護サービス事業・施設担当（０８５７－２６－７１７５） 

 

記 

  

１ 条例及び施行規則の名称等 

  条例 規則 
名称 鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービ

ス事業に関する条例の一部を改正する条例

（平成２７年鳥取県条例第３４号） 

鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス

事業に関する条例施行規則等の一部を改正する

規則（平成２７年鳥取県規則第４１号） 

公布日 平成２７年６月３０日 平成２７年７月３日 

施行日 平成２７年６月３０日 平成２７年７月３日 

 

２ 上記により一部改正が行われた条例及び施行規則の名称等 

 条例 規則 
名称 鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービ

ス事業に関する条例（平成２４年鳥取県条例

第７６号） 

 

鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス

事業に関する条例施行規則（平成２５年鳥取県規

則第２３号） 

鳥取県介護保険施設に関する条例施行規則（平成

２５年鳥取県規則第２４号） 

公布日 平成２７年６月３０日 平成２７年７月３日 

施行日 平成２７年６月３０日 平成２７年７月３日 



 

２ 施行規則において「別に定める」こととした事項 

別紙１『鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例等の施行について必要な事

項を定める要綱』のとおり。 

 ※平成２５年１０月１１日付第２０１３００１０３９４６号からの変更点 

・鳥取県居宅介護支援事業に関する条例（平成２６年鳥取県条例第５２号）、鳥取県居宅介護支援事業に

関する条例施行規則（平成２７年鳥取県規則第３７号）の公布、施行に伴い、その趣旨、内容につい

て新たに要綱内に定める。 

・鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例の一部を改正する条例（平成２７年

鳥取県条例第３４号）、鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例施行規則等

の一部を改正する規則（平成２５年鳥取県規則第２３号）による、各条例及び規則の改正に伴う条ず

れ等の修正を行う。 

 

３ 当該条例及び施行規則についての解釈 

本県独自基準の解釈、運用上の留意事項については、別紙２『鳥取県居宅サービス事業及び介護予防

サービス事業に関する条例等及び同条例施行規則等の解釈について』を十分に御確認の上、事業運営に

遺漏のないようにお願いします。 

なお、別紙２に定めるもののほかは、省令基準の解釈として厚生労働省が発出した各種の解釈通知等

において示された趣旨及び内容の例により引き続き運用するものとします。 

サービス種類 解釈通知名称 
指定居宅サービス・指定介

護予防サービス 

指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について（平成

１１年９月１７日老企２５号厚生省老人保健福祉局企画課長通知） 

指定介護老人福祉施設 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について（平成１２

年３月１７日老企４３号厚生省老人保健福祉局企画課長通知） 

介護老人保健施設 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について（平

成１２年３月１７日老企４４号厚生省老人保健福祉局企画課長通知） 

指定介護療養型医療施設 健康保険法等の一部を改正する法律附則第１３０条の２第１項の規定により

なおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び

運営に関する基準について（平成１２年３月１７日老企４５号厚生省老人保健

福祉局企画課長通知） 

指定居宅介護支援 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について（平成１１年

７月２９日老企第２２号厚生省老人保健福祉局企画課長通知） 

  

※平成２５年１０月１１日付第２０１３００１０３９４６号からの変更点 

・鳥取県居宅介護支援事業に関する条例（平成２６年鳥取県条例第５２号）、鳥取県居宅介護支援事業に

関する条例施行規則（平成２７年鳥取県規則第３７号）の公布、施行に伴い、その解釈等を追記する。 

・鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例の一部を改正する条例（平成２７年

鳥取県条例第３４号）、鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例施行規則等

の一部を改正する規則（平成２５年鳥取県規則第２３号）による、各条例及び規則の改正に伴う条ず

れ等の修正を行う。 

   

４ とりネットホームページ掲載先 

http://www.pref.tottori.lg.jp/211443.htm 

 

 

 


